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本書の題名にも示されているように，現在
の日本におけるスウェーデンへの関心は，多
くの場合，その福祉国家としての側面に関連
している．そうした関心は，そのような一般
的な言い方のかぎりでは，少なくともここ
30年間，持続的に保たれてきている．しかし，
その福祉国家の財政的基盤を支える経済の構
造と，その経済構造と相互依存的である政治
の構造には，1980 年代以降，重要な変化が
見られる．その変化は，あらゆる面において
とは言えないにしても少なくともいくつかの
面では，すべての個人の自律的生活およびそ
れを支える社会権的基本権の保障から遠ざか
る方向をとっているように見える．そのよう
なスウェーデンの経済構造と政治構造の変化
に対して，どのような関心を向けるかは，人
それぞれによるであろう．評者の場合，その
関心は，個人の自律と社会権的基本権を尊重
する意識の定着してきたスウェーデンにおい
て，グローバル化の進展という時代状況のな
かで，それらの価値意識の現実への反映が維
持されるような経済と政治の構造が構築され
うるのか，そして，されうるとしたらどのよ
うにしてか，というところにある．
本書の著者の関心もまた，それに近い所に
あるのではないかと推測される．それは，例
えば第 4章の「はじめに」の部分で暗示
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され
ている．そこでは，地域開発をめぐる，次の
ような 4つの「論点」が提示されている．①
グローバル化の中で地域経済の自立的な基盤
を確立すること，②「地域で得られた利益を
地域内に再投資することを通じて，雇用を増
大させ産業基盤を発展させるためのシステ
ム」の構築，③「市民の生活向上を中心とす
る地域開発」，④「社会的格差や集積の不利
益に起因する都市問題」に対応する政策，の

4つである．それらは，あるべき地域発展の
ための望ましい政策に求められることがらと
して提示されている（と受け取ってよいであ
ろう）．そのような内実を備えた政策は，上
で述べた評者自身の関心から見て（かつ，さ
らにいくつかの仮説を置いたうえで），一つ
のあるべき方向を示していると判断される．
本書の著者の関心が，評者自身の関心と近い
ところにあるのではないかという推測は，こ
のような点に基づいている．しかし，著者が
なぜ研究対象としてスウェーデンを選択した
のかについては，不明なままである．
さて，本書において著者は，コミューン（基
礎的自治体）が近年では（かつてとは異なっ
た意味で）産業政策に一定の役割を果たすよ
うになっていること，広域自治体（リージョ
ン）に中央政府の（経済発展のための政策に
関わる）権限を移譲する改革が進められてい
ること，地方政治への市民の影響力を高める
試みが模索されていること，などに着目して
いる．そのような着眼点から，著者は，スウ
ェーデンの政治・経済構造の変化を，とりわ
け地域経済との関係における地方自治体の機
能と組織の変化を焦点として描き出そうとし
ている．そこでは，「地域経済のグローバル
化」，「政治的・経済的な多極化」，「多段階統
治システムへの転換」，「地方政府の戦略的な
政策スタイル」などが，変化をとらえるキイ・
ワードとして用いられている．その内容につ
いてここで要約的に示すことはしない．しか
し，（評者も含め）スウェーデンの経済構造
と政治構造の変化に関心を持つ者にとって，
興味深くかつ貴重な知見が本書にちりばめら
れていることは，確かなことである．その例
を二つほど，次に示そう．
第 2章第 2 節では，ボロース（Borås）に

槌田洋『グローバル時代のスウェーデン－福祉国家と地域』
法律文化社，2013 年

穴　見　　　明（大東文化大学）

◆ 書　評 ◆



－ 125 －

槌田洋『グローバル時代のスウェーデン－福祉国家と地域』法律文化社

おけるテキスタイル産業の事例がとりあげら
れている．そこでは，中央政府とコミューン
の産業支援策が，「小規模企業を中心とした
ボロースのテキスタイル産業が新たな展開を
進めるうえでの基盤」を提供してきたことが
述べられている．著者によれば，中央政府は
ボロース大学にテキスタイル学部を設置し，
その後の技術革新の基盤を提供した．また，
地方自治体との共同出資によりテキスタイル
就業者の能力開発を進める機関を設立した．
コミューンは，「世界の市場と関連諸国の企
業とボロースのテキスタイル産業との，直接
のつながりを強める」（37 頁）ための事業を
実施している．このようにして，中央政府の
機関とコミューンと企業とのパートナーシッ
プが形成され，それがボロースのテキスタイ
ル産業の技術的な改善やマーケティングの展
開を支えている，というのである．
この事例が興味深いのは，1980 年代以降

のスウェーデンの地域政策の変化およびそれ
と結びついている産業政策の変化の，地域社
会レベルでの具体的な現れを例示しているた
めである．かつての地域政策は経済的発展が
停滞し人口流出の続く地域を対象として，各
種の補助金を通じてそれらの地域へ企業立地
を誘導しようとするものであった．また，そ
の担い手は中央政府の政治・行政機関であっ
た．それに対し，本書の第 1章においても述
べられているように，80 年代以降，サブナ
ショナルな地域のレベルを単位として，全国
のあらゆる地域で，地域ごとの経済的・社会
的・文化的諸条件を動員して経済成長をはか
るというアプローチがしだいにとられるよう
になっていく．また，その担い手として，地
域レベルで，自治体，（大学を含む）国の行
政機関，企業，その他の団体によって形成さ
れるパブリック・プライヴェート・パートナ
ーシップが重視されるようになった．このよ
うな政策変化は，政治構造と経済構造の両面
における変化につながると理論的には想定さ
れるが，具体的にどのような構造変化が進行
しているかは，各地域の現場レベルで確かめ
られなくてはならない．上の事例は，そのよ
うな検証作業の一環として貴重なものである

と言えよう．同様の意味を持つ事例は本書の
他の箇所にも見られる．
もう一つの例．第 3章第 2節では，ヴェス
トラ・イェータランドにおける広域政府シス
テムについての分析が展開されているが，そ
の 2の部分でスカラボリ地域のコミューン間
の政策協調の事例がとりあげられている．そ
こで著者が注目するのは，コミューン間の対
立が存在する中で，シェブデ・コミューンを
スカラボリの中心地域として発展させること
にスカラボリの全 15 コミューンが合意した
ことである（72-73 頁）．
評者の考えによれば，上にのべたような，
産業支援政策のための単位となるサブナショ
ナルな地域は，それ自体，できあいの均質的
な空間としてではなく，構築されつつある重
層的な空間としてとらえられるべきである．
そこには，コミューン，複数のコミューンに
よって構成される何らかの種類の相互依存関
係，（日本の県に相当する）レーンの空間，
近接するレーン間の協力関係などが含まれ
る．ボロースの事例に見られるように，コミ
ューンは立地企業や企業誘致のための環境整
備を行うようになっている．しかし，そのよ
うな活動は個々のコミューンの単独の努力に
よって完結するというより，しばしば，近隣
コミューンとの協力関係，レーン・レベルで
の国の行政機関の活動，近接するレーン間の
協力関係，さらには EUの政策などとの連携
を必要とするものと想定される（著者の言う
「多段階統治システムへの転換」）．しかし，
その連携は自動的に成立するものではない．
このスカラボリの事例は，その地域において，
近接したコミューン間で産業政策をめぐり共
通の政治的意思が形成されてきたことを示し
ている．つまり，そのような形でじっさいに，
この地域での重層的な空間構築が進行してい
ることがそこに示唆されているのである．
紙幅の制約上，例示は以上にとどめるが，
本書にはその他にも，貴重な知見が多数存在
する．しかし，スウェーデンの政治・経済構
造の変化について著者が示そうとしている像
が，本書全体を通じて，クリアかつ説得的に
示されているであろうか？その点については
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疑問が残る．著者は「おわりに」の部分で次
のように述べている．「本書は，現在進みつ
つある改革の将来像を，コミューンを基礎単
位に，一方でのリージョンと中央政府および
EUに至る政府部門の政策と相互関係，他方
での市民社会に根差した市民組織をはじめと
する活動との，相互関係にもとづく統治シス
テムとして捉える．それは市民とコミューン
との協同的関係を前提に，広域的な地方政府
システムと中央政府が政策を展開して，市民
的な権利を保障するシステムである」，と（196
頁）．ここに示されている「将来像」に関わ
らせるかたちで，いくつかの疑問を述べてお
こう．第一に，その「将来像」は，将来予測
として示されているのか，それとも，（望ま
れるという意味で）期待される将来像として
示されているのか？もし前者であれば，その
ような予測を示すことにどのような意味があ
るのかが問われる．もし後者であれば，その
場合，以下に述べる第二，第三の問題が残る．
すなわち，第二に，上の引用にある「市民社
会に根差した市民組織をはじめとする活動」
あるいは「市民とコミューンとの協同的関係」
について，それがどのような質と可能性を持
っているかの分析が足りないように思われ
る．行政のみに頼るのではなく，市民の自発

的活動に依拠して，人々の抱える困難を解決
し生活の向上をはかろうとする志向は，近年
では「市民社会のエンパワーメント」として
論じられてきた．その市民社会のエンパワー
メントをめぐる議論においては，常に，市民
社会における諸資源の（それゆえパワーの）
不均等配分が一つの論争点となってきた．本
書では，そのことに関連する事実への言及が
ある（たとえば 151 頁，177 頁）にもかかわ
らず，市民社会における権力格差が克服され
得るものなのかどうかについての分析がなさ
れていない．第三に，「将来像」として示さ
れている統治システムがどのようにして
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「市
民的な権利を保障する」方向で機能するのか
が，本書で叙述の対象とされている個々の具
体的事例の分析を通して示されているとは思
えない．評者の読後感を一言で表せば「隔靴
掻痒」であるが，それはとりわけこの点にか
かわっていると考えられる．
以上のような疑問は，もちろん，本書の中
で数々の貴重な事実が示されていることの価
値を減じるものではない．それらの疑問は，
本書で提示された重要な知見をわれわれの現
代社会認識に生かしていくうえで，いっそう
議論を深める必要があると思われる論点を提
示するために提出したものである．


